
駐車場利用約款 

株式会社イーエスプランニングが運営するコインパーキング（ロックレス式時間貸無人駐車場）

はこの約款によってご利用いただきます 

 

１ 車室の提供 

（１） 当駐車場は、短時間駐車のための場所（車室といいます）を有償で提供することを目的

とし、車両の保管・管理は行いません。 

（２） 当駐車場を駐車以外の目的（遊技、スポーツ、営業行為、演説、署名運動、宣伝活動等）

に使用することはできません。 

 

２ 免責 

当社は、当駐車場内で発生した損害については一切責任を負いません。 

但し、当社の故意もしくは重過失に基づき発生した損害については、この限りではありません。 

その損害を例示すれば下記の通りです。 

（１） 車両、その付属物、積載物の盗難、滅失またはき損 

（２） 車両、その他付属物または積載物が原因で生じた損害 

（３） 車両と人、車両と車両、または車両と駐車場設備の接触または衝突によって生じた損害 

（４） 地震、風水害、落雷その他不可抗力によって生じた損害 

（５） 利用者、第三者を問わず、遊技、スポーツその他の目的外使用によって生じた損害 

（６） 駐車場機器のトラブルの際の、利用者の判断による無理な入出庫で生じた損害 

（７） 駐車場機器のトラブル処理に際して、お待ちいただくことにより生じた損害 

（８） その他原因の如何を問わず、当駐車場への入庫、出庫の遅れによって生じた損害 

 

３ 駐車時間 

利用時間は入庫から最長４８時間とします。継続して４８時間を超えて駐車しないでくださ

い。但し、当社に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合

は、この限りではありません。 

 

４ 駐車することができる車両 

（１） 当駐車場内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、

これ以外の車両を駐車することはできません。 

車両全長 車両全幅 最高車両高 最低地上高 車両総重量 

３，３００㎜以上 

５，０００㎜以下 

１，４００㎜以上 

１，９００㎜以下 

１，２００㎜以上 

２，１００㎜以下 
１５０㎜以上 ２，５００kg以下 

上記の基準は車両の付属装置、積載物等を含めて判断するものとします。 

但し駐車場によっては上記以外の基準を設けている場合もあります。 

 



（２） 上記（１）の基準を満たす車両であっても下記車両を駐車することはできません。 

① 自動二輪車、原付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車、三輪バイク 

② 最上地上高が２５ｃｍを超える車両等、車両入庫装置が作動しない形状の車両 

③ オートレベリング機能等を有し、車両高が変化する車両 

④ エアロパーツ・改造パーツ装着車等ロック板との接触により入出庫時に障害を起こすお

それのある車両 

⑤ 無登録車両、車検切れ等の一般道を走行することが禁じられている車両 

⑥ 自動車登録番号に覆いがなされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置

による読み取りが困難な車両 

⑦ 自動車登録事項の変更があるにも拘わらず変更登録手続きが済んでいない車両 

⑧ 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両 

⑨ 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発

生させるおそれのある車両 

⑩ 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で駐車場施設または機器に損害を発生さ

せるおそれのある車両 

⑪ 危険物、有害物質、特定化学物質、その他発火又は引火の恐れがある物質、悪臭発生若

しくは液汁漏出の原因となる物、その他駐車場の安全、衛生、清潔を害する物質を積載

した車両 

⑫ 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、団体又は関係者、その他反社会的

勢力が使用している車両 

 

５ 駐車料金 

（１） 当駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額および料金体系により、駐車時間に応じ

た駐車料金をお支払いいただきます。 

なお、料金表示看板等に最大料金等の記載がある場合には、適用される日時を必ず確認

をしてください。適用日時が経過した後は通常の料金が加算されますので、ご注意くだ

さい。 

（２） 駐車時間は車室への入庫後車両認識ポールに「課金中」のランプ(赤色)が点滅を始めた

時から料金を精算しポールに「精算済」のランプ（緑色）が点滅した時間とします。 

（３） 駐車料金は後払いです。精算機等により出庫時にお支払いください。 

精算機に表示された金額をお支払いいただき、表示金額が「０円」となっているか必ず

ご確認ください。 

但し、駐車時間が４８時間を超える場合には、当社は利用者に対し出庫前でも駐車料金

を請求することができるものとします。 

（４） 出庫時には駐車位置番号を確認のうえ、駐車料金を駐車場内に備え付けの精算機等によ

りお支払いください。 

駐車位置番号を間違がえてお支払いいただいた料金は返金できませんので、ご注意くだ

さい。 

（５） 駐車料金をお支払いいただきますと、車両認識ポールの「精算済」ランプ（緑色）が点



滅します、３分以内に出庫してください。３分を超えますと「課金中」ランプ（赤色）

が点滅し、再度精算が必要になります。 

（６） 駐車料金の精算に「クレジットカード」や「電子マネー（IC カード）」を利用される場

合は、精算機に記載された手順によりお支払いください、なお、何らかの事情により「ク

レジットカード」や「電子マネー(ICカード)」の読み取りに支障があり料金のお支払が

できない場合には、現金によりお支払いしてください。 

（７） 駐車料金の精算に「電子マネー(ICカード)」を利用された方で、残金不足の場合には精

算機に表示された金額（残額）を現金でお支払いください。 

（８） 提携店のサービスコイン又はサービス券を料金お支払いに使用される場合には、掲示さ

れた手順によりご使用ください。なお、サービスコイン又はサービス券で精算できる時

間を超えた場合には、精算機に表示された金額をお支払いください。 

なお、サービス券を利用された場合の釣銭のお支払はできませんのでご注意ください。 

（９） １万円・５千円・２千円の紙幣（以下「高額紙幣」という。）がご使用いただける精算

機と、高額紙幣をご利用いただけない精算機がありますのでご注意ください、したがっ

て高額紙幣をご使用いただけない精算機の場合にはあらかじめ千円札もしくは硬貨を

ご用意ください。 

 

６ 領収書、釣り銭 

（１） 機器の故障により領収書が発行されないときは、当駐車場内に表示された故障時の連絡

先にご連絡ください。後日領収書を郵送します。 

（２） 釣り銭切れの場合に、精算機から預り証が発行されたときは、当駐車場内に表示された

故障時の連絡先にご連絡ください。後日郵便小為替で送金いたします。 

 

７ 駐車方法 

（１） 利用者は、車室の中央部分に駐車してください。 

（２） 車路その他車室以外の場所に駐車しないでください。 

（３） 危険防止のためカラーコーンやテープ類で封鎖している車室には駐車しないでください。

なお、封鎖中の車室に駐車した場合の車両の損傷等は当社は責任を負いません。 

（４） 路面表示、看板等により障害者優先表示が記載されている車室は一般利用者の駐車はご

遠慮ください。 

 

８ 遵守事項 

当駐車場内では下記の点を遵守願います。 

（１） 当駐車場では他の車両や歩行者に十分注意し、時速１０ｋｍ以下で走行してください。 

（２） 当駐車場を歩行するときは十分に安全を確認してください。 

（３） 当駐車場は出庫優先です。駐車場が満車の場合等に駐車場内や入り口手前または接道部

分等で「入り待ち」をしないでください。 

（４） 機器の誤表示で入場し、空き車室がない場合には車路に駐車せず速やかに出場してくだ

さい。 



（５） 当駐車場内の機器または設備にトラブルが生じたとき、利用者が当駐車場内の機器また

は設備を破損させたときは、直ちに場内表示の故障時の連絡先にご連絡ください。 

（６） 上記の他、当駐車場内の掲示板等に記載されている事項を遵守してください。 

（７） 利用者が他の利用者または第三者に損害を負わせたときは、利用者の責任で解決してく

ださい。 

 

９ 禁止行為 

当駐車場内では下記の行為を禁止します。 

（１） 飲酒運転（薬物を含む）による当駐車場の利用はお断りします。 

（２） 当駐車場内では禁煙です。 

（３） 駐車中のアイドリングは条例で禁止されています。 

（４） 空ふかし、大音量でのカーステレオの使用、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話声、火

気の使用等近隣の迷惑となる行為をしないでください。 

（５） ゴミ（空き缶、吸い殻、弁当空き箱、雑誌等）の放置、放尿等不衛生な行為はしないで

ください。 

（６） 他の利用者の車両に触れないでください。 

（７） 精算に必要なもの以外の当駐車場の機器、設備類には手を触れないでください。 

１０ 車両情報等の撮影 

（１） 当社は、ビデオ・カメラ等により車両（登録）番号、駐車場内およびその周辺（以下「車

両情報等」という）を撮影し、駐車料金の管理、不正駐車や放置車両の対応等当該駐車

場の運営管理のために利用いたします。それ以外の目的には利用いたしません。当社が

取得した車両情報は、一定期間保管し、保存期限終了後は、すみやかに消去いたします。 

（２） 以下の場合を除き、取得した車両情報等を第三者に提供しないものとします。 

   ① 本人(利用者)の同意を得ている場合 

   ② 法令に基づく場合 

   ③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難である場合 

   ④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

   ⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

   ⑥ 利用目的の達成に必要な範囲以内において第三者に委託する場合 

   ⑦ 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合 

 

１１ 不正駐車 

下記不正駐車があった場合、当社は、警察への通報、車両の施錠、または車両の当駐車場外

への移動の全部または一部を行うことがあります。この場合、利用者または車両使用者もしく

は車両所有者（以下「利用者等」という）に駐車料金の他、これに要する経費および違約金５



万円をお支払いいただきます。 

（１） 上記４「駐車することができる車両」（１）に該当しない車両、若しくは（２）に該当

する車両を駐車したとき 

（２） 車室の枠線からはみ出して駐車したとき 

（３） 車室をまたがって駐車したとき 

（４） 車路に駐車したとき 

（５） 当社に連絡なしに４８時間を超えて駐車したとき 

（６） カラーコーンやテープ類等で封鎖している車室に駐車したとき 

 （７） 駐車料金の精算が完了せずに出庫、または出庫しようとしたとき 

１２ 放置車両 

放置車両については、別記「放置車両の取扱について」により処理させていただきます。 

 

１３ 利用者の損害賠償責任 

利用者が本約款、当駐車場に掲出した規定、または注意事項に違反し、それにより当社が

損害（駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業

利益を含む）を被ったときは、当社は利用者にその損害を賠償していただきます。 

 

 

別記 

放置車両の取扱について 

 

１ 放置の禁止について 

何人も正当な理由なく、自動車を放置し若しくは放置させてはならない。また、これを放置

し若しくは放置させようとする者に協力してはならないものとします。 

 

２ 放置車両の認定について 

当該駐車場の利用者が、当社への連絡を行うことなく４８時間を超えて駐車し、連続して７

日間を超えて車両を駐車している場合には、放置車両（以下「放置車両」という）と認めるも

のとします。 

 

３ 引取りの請求について 

（１） 当社への届出を行うことなく駐車している放置車両について、当社は当該車両の利用者

等に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、当社が指定する日までに当該車

両を引取ることを請求できるものとします。 

（２） 前記（１）の方法により告知した指定日を超えてもなお、放置車両の引き取りがなされ

ない場合は、当社は再度、車両の利用者等に対して通知し又は駐車場における掲示の方

法により当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるもの

とします。 



（３） 当社は（１）の規定により指定した日を経過した後は、車両の損害については当社に故

意または重大な過失がある場合を除き賠償の責任を負わないものとします 

 

４ 車両の調査について 

当社は、上記３―（２）の場合において、利用者等を確認するため必要な限度において、車

外からの調査では利用者等が判明しないときは、その車両が施錠されている場合にあっては、

当該施錠を解錠させ、その目的を達成するために必要な最小限度において車両（車内を含む）

を調査できるものとします。 

 

５ 車両の移動について 

当社は、上記３―（１）の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者等に通知

し又は駐車場において掲示したうえで、車両を他の場所に移動することができるものとします。 

 

６ 廃車両認定について 

当社は、車両の利用者等が判明しない場合において、当該車両が自動車としての本来の機能

を失っていること等により、運行の用に供することが困難であると認めるときは、当該車両を

廃車両と認定するものとします。 

 

７ 車両の処分について 

（１） 当社は、利用者等が車両を引取ることを拒み、引取ることができず、又は当社の過失な

くして利用者等を確知することができない場合であって、利用者等に対して通知し又は

駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわ

らず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から３ヵ月を経過した後、

利用者等に通知し又は駐車場における掲示の方法により予告した上で、公平な第三者の

立会いのもとで、車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。 

（２） なお、前記６の廃車両と認定した車両については、催告をした日から１カ月を経過した

後、処分できるものとします。 

（３） 当社は、車両を処分した場合は、その旨を利用者等に対し通知し又は駐車場において掲

示するものとします。 

（４） 当社は、車両を処分した場合は、当該車両の駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分

のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があると

きは利用者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者等に返還す

るものとします。 

 

８ 費用の請求について 

当社は、車両の移動、保管その他の処理を行った場合において、当該車両の利用者等が判明

したときは、当該車両処理に要した費用を当該利用者等に請求することができるものとします。 

 

                                （２０２２．５現在） 


